
９
月
１
日
か
ら
高
齢
者
の
上
島
町
生
名
フ
ェ
リ
ー
旅
客
運
賃
が
無
料
に
な
り
ま
す

75歳以上優待制度開始に伴う定期券・回数券の払戻しについて
生名フェリーの上島町75歳以上優待制度の対
象者で、一般の旅客定期券及び旅客回数券をお
持ちの方は、払戻しを受けることができます。払戻
しをされる方は、9月1日以降に立石港務所窓口
までお越しください。

持参物

●お持ちの定期券・回数券
●優待乗船証
●払戻し金の振込先が
　わかるもの（通帳等）
●印鑑

ただし、次の場合は払戻しを受けることができ
ませんのでご注意ください。
●残枚数1枚の回数券（2枚以上から払い戻し可
能）
●�1ヶ月定期の内、有効開始日から18日（※）以
上経過しているもの

●�3ヶ月定期の内、有効開始日から満2ヶ月と18
日（※）以上経過しているもの

●�6ヶ月定期の内、有効開始日から満5ヶ月と18
日（※）以上経過しているもの

※払い戻し申請日時点での経過日数

高
齢
者
福
祉
施
策
の一環
と
し
て
、
上
島
町
に
住
所
を
有
す
る
75
歳
以
上
の
高
齢
者
は
、

上
島
町
生
名
フェ
リ
ー
の
旅
客
運
賃
が
無
料
と
な
り
ま
す
。
利
用
方
法
は
次
の
と
お
り
で
す
。

上
島
町
75
歳
以
上
優
待
制
度

詳しくは、健康推進課へお問い合わせください。●健康推進課☎７６ー３０００

SAMPLE
上島町75歳以上優待乗船証

上
島
町
75
歳
以
上
優
待
乗
船
証
の
申
請

1

◉�

平
成
29
年
９
月
１
日
ま
で
に
75
歳
以

上
に
な
って
い
る
方
は
、
立
石
港
務
所

内
公
共
交
通
課
ま
た
は
各
総
合
支
所

に
お
い
て
、
８
月
１
日（
火
）か
ら
土・

日
・
祝
日
を
除
く
執
務
時
間
内
に
上

島
町
75
歳
以
上
優
待
乗
船
証（
以
下

「
優
待
乗
船
証
」
と
い
う
。）
を
申
請

で
き
ま
す
。（
代
理
可
）

◉�

申
請
時
に
身
分
証
明
書（
保
険
証

等
）・
認
印
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

代
理
申
請
の
場
合
は
代
理
者
の
身
分

証
明
書
と
認
印
も
必
要
で
す
。

◉�

平
成
29
年
９
月
２
日
以
降
に
75
歳
に

な
る
方
は
、
誕
生
日
前
10
日
頃
に
申

請
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

優
待
乗
船
証
お
よ
び

75
歳
以
上
優
待
回
数
乗
船
券
の
交
付

2

75歳以上優待回数乗船券

SAMPLE

◉�

８
月
28
日（
月
）
〜
31
日

（
木
）の
間
に
申
請
場
所
に

お
い
て
、
優
待
乗
船
証
お

よ
び
75
歳
以
上
優
待
回
数

乗
船
券（
以
下
「
優
待
回

数
券
」
と
い
う
。）を
交
付

し
ま
す（
執
務
時
間
内
）。

◉�

優
待
回
数
券
を
使
い
切
った

（
少
な
く
な
っ
た
）場
合
は
、

優
待
乗
船
証
を
持
参
の
う

え
、
立
石
港
務
所
に
お
い

て
交
付
を
受
け
て
く
だ
さ

い
。

利
用
方
法

3
◉�

生
名
フ
ェ
リ
ー
を
旅
客
と
し
て
利
用
す
る
場
合
は
、
必
ず
、
優

待
乗
船
証
を
提
示
の
う
え
優
待
回
数
券
を
船
員
に
お
渡
し
く

だ
さ
い
。

◉�

優
待
乗
船
証
の
提
示
が
な
い
場
合
、
優
待
回
数
券
の
使
用
は

で
き
ま
せ
ん
の
で
、
正
規
の
運
賃
を
支
払
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

詳しくは、公共交通課へお問い合わせください。●公共交通課☎７２ー９１２３
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